
契約日が2024年1月1日以降の保険契約から
保険料率を改定いたします

契約日が2024年1月1日以降の保険契約から
保険料率を改定いたします

改定後【2024年1月1日以降】

保険料率改定前後での保険料例 （上記のご提案例で新たにご加入の場合）

改定前【2023年12月31日以前】

男 

性

女 

性

契約
年齢

30歳
40歳
50歳
60歳
70歳
80歳
90歳

解約払戻金❷・返戻率（❷÷❶）
5年後 10年後

解約払戻金 返戻率解約払戻金
854.4万円
884.0万円
913.7万円
942.3万円
967.7万円
984.6万円
993.7万円

返戻率
839.7万円
869.1万円
898.9万円
928.2万円
955.7万円
977.3万円
990.0万円

99.3%
99.3%
99.4%
99.4%
99.3%
98.9%
99.6%

101.0%
101.1%
101.0%
100.9%
100.5%
99.6%
100.0%

7年
7年
7年
7年
8年
13年
10年

元本
回復
期間

8,454,300円
8,743,600円
9,040,400円
9,336,900円
9,622,700円
9,876,600円
9,936,400円

一時払
保険料❶

契約
年齢

30歳
40歳
50歳
60歳
70歳
80歳
90歳

解約払戻金❹・返戻率（❹÷❸）
5年後 10年後

解約払戻金 返戻率解約払戻金
731.6万円
782.7万円
835.4万円
887.9万円
935.9万円
968.8万円
986.5万円

返戻率
707.2万円
756.9万円
808.9万円
861.8万円
913.2万円
954.5万円
979.2万円

100.5%
100.6%
100.7%
100.7%
100.5%
99.8%
100.1%

103.9%
104.1%
104.0%
103.7%
103.0%
101.3%
100.8%

5年
4年
4年
4年
4年
6年
5年

元本
回復
期間

一時払
保険料❸

7,036,300円
7,516,400円
8,026,900円
8,554,400円
9,079,200円
9,559,500円
9,777,500円

契約
年齢

一時払
保険料❺

30歳
40歳
50歳
60歳
70歳
80歳
90歳

8,295,200円
8,577,200円
8,868,300円
9,165,300円
9,469,100円
9,759,400円
9,873,900円

解約払戻金❻・返戻率（❻÷❺）
5年後 10年後

解約払戻金 返戻率解約払戻金
837.7万円
866.8万円
896.5万円
926.9万円
955.9万円
978.4万円
991.4万円

返戻率
823.5万円
852.2万円
881.6万円
911.7万円
941.8万円
968.4万円
986.0万円

99.2%
99.3%
99.4%
99.4%
99.4%
99.2%
99.8%

100.9%
101.0%
101.0%
101.1%
100.9%
100.2%
100.4%

8年
7年
7年
7年
7年
9年
7年

元本
回復
期間

契約
年齢

一時払
保険料❼

30歳
40歳
50歳
60歳
70歳
80歳
90歳

6,779,000円
7,237,200円
7,727,300円
8,245,100円
8,794,000円
9,335,900円
9,655,900円

解約払戻金❽・返戻率（❽÷❼）
5年後 10年後

解約払戻金 返戻率解約払戻金
703.7万円
752.7万円
804.5万円
859.4万円
913.6万円
956.6万円
981.9万円

返戻率
680.4万円
727.9万円
778.2万円
831.6万円
887.0万円
937.3万円
971.4万円

100.3%
100.5%
100.7%
100.8%
100.8%
100.3%
100.6%

103.8%
104.0%
104.1%
104.2%
103.8%
102.4%
101.6%

5年
5年
4年
4年
4年
5年
3年

元本
回復
期間

一時払＜ご提案例＞

※所定の高度障がい状態該
当時に死亡保険金にかえ
てお支払いする高度障が
い保険金等の取扱いはあ
りません。

▲
ご契約 終身保障

一時払保険料
死亡保険金

1,000万円

1回のお払込みで、終身にわたって死亡に備えながら、
資産形成ができる保険です。

※改定前の保険料は、2023年12月31日（計算基準日）以前のもの、改定後の保険料は、2024年1月1日（計算基準日）以降のものです。
※被保険者のご契約年齢・保険料率・取扱条件は、計算基準日に基づいて計算しております。
※記載の解約払戻金額・返戻率は、5年後、10年後の計算基準日前日に対応する日の概算数値を表示しております。
※記載の返戻率は、積立配当金を考慮しておりません。

解約払戻金はご契約後の経過年月数によっては、一時払保険料よりも少ない金額となります。（いわゆる元本割れの期間があります。）
契約年齢によっては、保険料率の改定により元本回復期間が長期化することがありますので、ご注意ください。

ページ 1/2 ページ2/2も必ずご覧ください。



当資料に記載の保険料水準は所定の前提に基づく一例です。
保険料率の改定による保険料への影響は、お客様の契約年齢・性別・保険期間等の契約条件により異なります。

■当資料に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しておりますので、あくまで参考情報としてご利用ください。
■詳しいご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり―定款・約款」を必ずご確認ください。
■契約年齢は、満年齢で記載しております。
ご契約後の被保険者の年齢は、契約年齢に毎年の契約日に対応する日（契約応当日）ごとに1歳を加えて計算しております。
■ご契約にあたっては、契約日を計算基準日とし、その時点の契約年齢・保険料率等によりあらためて計算しますので、
記載の数字と異なることがあります。
■当資料でご紹介しております商品の「契約概要」などをご希望される場合には、お客様の取扱担当者にお申し出いただくか、
最寄りのお客様窓口にご請求ください。

ご検討に際してご留意いただきたい点

必ずご確認ください

保険料率改定後の保険料でご加入を希望される場合、契約日は2024年1月1日以降となるため、以下の点にご留意ください。
・ ご加入までの間に健康状態等に変化があった場合、新たにご加入いただけなくなる場合等があります。 
・ 契約年齢が上がり、保険料が高くなることがあります。
・ 責任開始日までの保障はありません。（2023年12月中の保障開始はできません。）
・ 契約年齢によっては、元本回復期間が長期化することがあります。

ページ 2/2
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（○日本23-4504,23/12/12,商品開発G）登

本　　店：〒541-8501　大阪市中央区今橋3-5-12
東京本部：〒100-8288　東京都千代田区丸の内1-6-6

ホームページ　https://www.nissay.co.jp
0120-201-021（ニッセイコールセンター）
生命保険のお手続きやお問合せにつきましては

引受保険会社

上記募集人はお客様と左記引受保険会社の保険契約の締結の媒介を行うものであり、
保険契約締結の代理権はありません。



”働けなくなったとき”のそなえもご検討ください！
Ｌタイプα とあわせて･･･

しくみ図（イメージ）

死亡保険金
高度障がい保険金
１億円 解約払戻金

ご契約
40歳

5年後
45歳

保険期間満了
100歳

30年後
70歳

約８６６万円

契約年齢：40歳（男性）／死亡保険金額：1億円
保険期間・保険料払込期間：100歳
解約払戻金抑制割合：14.0%
最高解約返戻率：85.0%
年払保険料：2,114,028円

解約払戻金 解約払戻金

約５,２６８万円

Ｌタイプαは、「保険金額」「保険期間」の設定に加え

て、解約払戻金抑制割合を指定することで「保険料・

解約払戻金のバランス」を自在に設計できる商品です。

最長100歳までの死亡保障を確保しながら、解約払戻

金を「経営安定資金」や「退職金原資」などに活用で

きます。（解約払戻金のないプランも設計できます）

［契約例］
最高解約返戻率

85%以下

Ｌタイプαの「保障」と「事業資金準備」を安心して継続するためのそなえをしておきましょう

たとえば、５年後。
病気などで一定期間働けなくなったとしても

「Ｌタイプα」の死亡保険金はお受取りいただけません。

● 働けなくなり、保障の必要性が増すなかで、以後の死亡保障が

なくなります

● 健康状態によっては、新たに別の保険に加入することが難しい

場合があります

● 解約払戻金では、売上減少分を十分に補填できない場合があります

社長さまが不在になると

売上減少・資金繰り悪化のリスクがあります。

Ｌタイプα（解約払戻金のあるプラン）を解約して解約払戻金を
売上補填などに活用することもできますが・・・

解約すると・・・

＜イメージ＞

固定費

売上高

固定費

売上減少

売上高

［通常時］ ［社長さま不在時］

売上が減少し
た場合でも
固定費負担は
変わりません

Ｌタイプαの特長

C-2023-0087（2023年9月22日）１/2



働けなくなるリスクと対応商品

保険金・給付金で、働けなくなった場合の
売上減少をカバーできるため、

Ｌタイプαを安心して継続することができます！

一時金型

Ｍタイプ

病気やケガで入院され
た場合、

入院一時金をお支払

入院リスク

Ｔタイプ

身体障がい者手帳１～
３級を 交付された場
合に就業障がい保険金

をお支払

身体障がい
リスク

がん 急性心筋梗塞 脳卒中

がんステージ限定型
Ｊタイプ※

ステージⅢ・Ⅳ期のがんなど所定の
がんに罹患したと診断確定された場
合、また急性心筋梗塞・脳卒中によ
り当社所定の状態になったと診断さ
れた場合に重大疾病保険金をお支払

※がんの保障範囲が広い「Ｊタイプ」も
ご用意しています。

重大疾病リスク

C-2023-0087（2023年9月22日）2/2

本社（大阪）〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目2番1号
（東京）〒103-6031 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

https://www.daido-life.co.jp/

引受保険会社

Ｌタイプα

年払保険料

2,114,028円

【ご加入例 ／ 契約年齢：40歳（男性）】

合計保険料 ： 18,635円／月

保 険 期 間
保険料払込期間
保 険 金 額 ：１億円
最高解約返戻率 ：85.0％
解約払戻金抑制割合：14.0％

：１００歳
保 険 期 間
保険料払込期間
保 険 金 額
：(主契約)2,000万円

(特 約)   100万円

：５年 保 険 期 間
保険料払込期間
入院一時金額
：60万円

：５年保 険 期 間
保険料払込期間
保 険 金 額
：2,000万円

：５年

Ｔタイプ

口座振替
月払保険料

6,360円

一時金型

Ｍタイプ
［短期入院保障型］

口座振替
月払保険料

4,452円

がんステージ
限定型Ｊタイプ

‧ Lタイプαの正式名称は無配当歳満期定期保険（解約払戻金抑制割合指定型）です。この保険には満期保険金・配当金はありません。解約払戻金・保険料は、契約時に指定する解約払戻金抑制割合（0～100％）に応じて決
定されます。100％に指定した場合、解約払戻金はゼロとなり、保険料は最も安くなります。0％に指定した場合、解約払戻金・保険料ともに最も高くなります。解約払戻金抑制割合は契約時にのみ指定可能で、保険期間中に
変更することはできません。解約払戻金は保険期間の経過に応じて一定期間は増加しますが、保険期間の満了が近づくにつれ減少し、満了時にはゼロになります。また、解約払戻金はほとんどの場合、払込総保険料を下回
ります。

‧ 「保険料の払込方法〈回数〉」が半年払･年払の場合で、解約、減額や被保険者の死亡などにより契約の全部または一部が消滅したときなどには、払い込まれた保険料のうち未経過分（未経過保険料）を月単位で返金します。
‧ がんステージ限定型Jタイプの正式名称は、無配当重大疾病保障保険（がん保障ステージⅢⅣ限定・無解約払戻金型）です。この保険には、高度障がい保険金・死亡給付金・解約払戻金・満期保険金・配当金はありません。
この保険には、ステージⅠ・Ⅱ期の悪性新生物に対する保障はありません。ただし、この保険にはステージⅠ・Ⅱ期の悪性新生物や上皮内癌・皮膚癌も保障するＪワイド特約が原則付加されます。また、「がんの給付責任開始
の日」は「がん以外の給付責任開始の日」から90日経過した日の翌日です。

‧ Tタイプの正式名称は無配当就業障がい保障保険（身体障がい者手帳連動・無解約払戻金型）です。この保険には高度障がい保険金・死亡給付金・解約払戻金はありません。また、満期保険金・配当金・保険料の払込免除
の取扱もありません。就業障がい保険金または災害死亡保険金のいずれかが支払われた場合、契約は消滅し重複してお支払いしません。災害死亡保障特則（無解約払戻金型保険用）を解約することはできません。

‧ 一時金型Ｍタイプの正式名称は無配当入院一時金保険（無解約払戻金型）です。この保険・特約には、死亡保険金・高度障がい保険金・満期保険
金・配当金・解約払戻金はありません。「長期入院保障型」と「短期入院保障型」から選択できます。

‧ 更新後の保険料は更新時の被保険者の年齢や保険料率で計算され、更新前に比べて通常高くなります。
◎この資料は、２０２３年９月現在の商品内容に基づいて記載しており、将来変更となる場合があります。
◎ご検討・ご契約にあたっては、「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」「設計書[契約概要]」「注意喚起情報」
「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。

7,823円
うち特約保険料
683円

口座振替
月払保険料


